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５．人々の英知と努力、協働で創る自主自立のまちづくり 
 

５-１ 町民と行政との協働によるまちづくりの推進 

■ 現況と課題 

本町では、町民一人一人のまちづくりへの参加を推進するため、平成 24 年
12 月に「三股町まちづくり条例」を制定し、総合計画や重要な政策、条例の制
定･改正に当たっては、町民等の参加の機会を確保することとしています。 

五本松団地跡地を活用した新たな町の拠点づくりにあたっては、公募により
選出された町民をはじめ、町内関係団体の方などの参加による町民ワークショ
ップを経ながら、拠点づくりの方向性や機能を活かすための取組について検討
を進めてきました。 

地域の特性を活かした地域づくりに取り組む団体への支援を行ってきたとこ
ろであり、町民自らのアイデアにより地域活性化を図る動きも広がりを見せて
います。町内外の企業や大学等との協働を推進するため、包括連携協定の締結
にも取り組んでいます。 

また、協働のまちづくりの推進には、町民と行政の情報共有が大切であるこ
とから、広報の取組として、回覧や広報みまた、町公式サイト、町公式 Facebook
での行政情報や町内情報の提供を行っています。広聴の取組としては、毎年５
月から６月にかけて町内９箇所で地区座談会を開催しており、住民と行政とが
直接意見交換を行い、住民の意見を町政に反映させることにより、町民総参加
のまちづくりを推進しています。 

更に町内の公共施設５か所に意見箱を設置し、町民の意見に対する検討・回
答を実施するほか、各種計画策定に際しても、町民意向調査を実施して町民ニ
ーズの把握に努めています。 

 
■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

町民と行政との協働によるまちづ
くりの推進 

町民との協働により、明日の”三股”を築く、まちづくりを展開します。 

②町民のアイデアが活かされるまちづくり S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

  

 

③行政情報の積極的な提供と広聴 

①町民が主体的に参画するまちづくり 
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■ 施策の基本的な方向 

① 町民が主体的に参画するまちづくり 
まちづくり基本条例に基づき、住民自らが主体的に参画し、実践することが

できる体制づくりを推進します。 
 

② 町民のアイデアが活かされるまちづくり 
町民のアイデアをまちづくりに反映させるため、町民による審議会等への参

加を促進を図るとともに、地区座談会での意見交換など、町民の意見が反映さ
れやすいまちづくりを推進します。 

また、町民、事業所、各種団体、行政それぞれが担うべき役割を認識し、「協

働」によるまちづくりを推進するための環境づくりに取り組むとともに、南九

州大学や宮崎大学、都城高等専門学校、町外企業等との連携などにより、新し

い視点も取り入れながら、町民自らが地域づくりを考え、実践していく環境づ

くりに努めます。 
 

③ 行政情報の共有化と広聴 
町民と行政が情報の共有を図り、町民主体のまちづくりを進めるため、行政

事務連絡員制度による連絡調整や、「広報みまた」・「回覧広報」の発行、町公式
サイトや町公式 Facebook での発信、プレスリリースの実施など、多様な情報
手段を使いながら、町民に分かりやすく効果的な情報発信を行うとともに、行
政と町民が相互に情報交換できる仕組みづくりに努めます。 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 
①町民が主体的に参画するまちづ

くり 町民が参画しやすい体制の整備 ○ ○ 

②町民のアイデアが活かされるま
ちづくり 

審議会等への町民の参加促進 ○ ○ 

地区座談会の実施 ○ ○ 

学術研究機関などとの連携 ○ ○ 

③行政情報の共有化と効果的な発 
 信 

広報みまた、回覧広報の発行 ○ ○ 

町ホームページ等による情報発信 ○ ○ 
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５-２ 男女共同参画社会の形成 

■ 現況と課題 

本町では、平成 12 年度に”女性も男性もその人らしく生活できる町”を基本
理念とする「三股町男女共同参画プラン」を策定し、関係施策の総合的かつ計
画的な推進に取り組んできました。 

また、平成 26 年に「三股町男女共同参画推進条例」を制定するとともに、平
成 27 年 3 月に、三股町 DV 防止基本計画も含めた「第２次三股町男女共同参
画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に取り組んでいます。 

さらに平成 27 年 4 月には「女性相談所」を開設し、DV を含む女性のさまざ
まな悩みに女性相談員が対応し、相談・支援体制の充実を図っています。 

令和 3 年度には、「第２次三股町男女共同参画プラン」に三股町女性活躍推
進計画を含めて改定を行う予定です。 

 
■ 施策の視点 

 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の基本的な方向 

① 男女共同参画社会に向けた意識づくり 
男女共同参画や人権等への意識啓発を図るため、広報紙や資料展示などによ

る広報・啓発に取り組み、魅力ある講座・研修会等を開催し、教育・学習機会
の充実を図ります。 

多様な性に関する正しい知識と理解を深めるため、啓発・教育の充実を図り
ます。 

男女共同参画社会の形成 

ひとの個性と能力を十分に発揮することができる 
男女共同参画社会をつくります。 

②男女がともに個性と能力を発揮できる
地域づくり 

 

S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

  

 ④人権を尊重し、あらゆる暴力を許さない
まちづくり 

 

③男女がともに活躍できる環境づくり 

①男女共同参画社会に向けた意識づくり 
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② 男女がともに個性と能力を発揮できる地域づくり 

政策や方針の決定過程への女性参画の拡大に向けて意識啓発を図ります。 
また、男女がともに協力し、家事・育児・介護や地域活動への参画を促進す

るため、広報・啓発活動に取り組みます。 
 

③ 男女がともに活躍できる環境づくり 
町民や企業に対して、ワーク・ライフ・バランスの考え方や働き方の見直し、

多様な働き方の普及・啓発に取り組むことにより、男女における仕事と家庭の
両立を推進します。   

子育てや介護に関する様々な制度の利用を促進する広報・啓発活動に取り組
み、各種の相談に対応できる体制の充実に努めます。 

 

④ 人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまちづくり 
配偶者等に対する暴力根絶に向けた啓発活動・学習機会の拡充を推進すると 

ともに、女性相談所の認知度を高め、気軽に相談できる支援体制の充実を図り 
ます。 

 
■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①男女共同参画社会に向けた意識
づくり 

男女共同参画への理解の促進 ○ ○ 

男女共同参画を推進する教育・学習の充実 ○ ○ 

②男女がともに個性と能力を発揮
できる地域づくり 

政策・方針決定の場への女性参画の推進 ○ ○ 

地域における男女協同参画の促進 ○ ○ 

③男女がともに活躍できる環境づ
くり 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の促進 

○ ○ 

子育て及び介護支援の充実 ○ ○ 

④人権を尊重し、あらゆる暴力を許
さないまちづくり 

配偶者等からの暴力（DV）防止の啓発等 ○ ○ 

DV 被害者への支援体制の充実 ○ ○ 
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５-３ 行政改革の推進 

■ 現況と課題 

本町は、これまで七次にわたる行政改革大綱をまとめ、｢事務・事業の再編・
整理、廃止・統合｣、「民間委託等の推進」、「組織･機構の見直し」、「定員管理及
び給与の適正化」、「健全な財政運営の確立」など、様々な行財政改革に取り組
んできました。 

これまでの改革により、経費削減や人員削減など行政のスリム化に一定の成
果を挙げてきていますが、厳しい経済状況の中で、本町が住民に真に必要な行
政サービスを提供し続けていくためには、時代の流れを的確に捉え、将来を見
据えた地域経営が担えるよう、引き続き改革に取り組んでいく必要があります。 

今後は、限られた予算や人材などを有機的に結びつけ、迅速性、的確性、実
効性を追求し、町民の満足度を高める町民の視点に立った質の高い行政サービ
スを向上させていくことを主眼とした取組を進めていきます。 

また、様々な分野で高度情報化が求められる中、今後、町民サービスの向上
と業務効率化を図るため、ICT を活用した町民サービスの拡充を推進するとと
もに、情報リテラシーの一層の向上や情報セキュリティの対応を強化していく
必要があります。 

 
■ 施策の視点 

 
 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政改革の推進 

地方分権社会に適合し地域特性が発揮される地方自治の展開を進めます。 

②事業評価と効率化の推進 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

  

 
④ＩＣＴを活用した行政の推進 

③総合企画力の充実 

 

①地方分権型のまちづくりの推進 
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■ 施策の基本的な方向 

① 地方分権型のまちづくりの推進 
本町は、権限移譲も進み、基礎自治体としての役割と責務を認識し、将来を

見据えた地域経営に継続的に取り組んでいきます。町民・民間企業・各種団体・
行政の役割分担と、「自助」「共助」「公助」を基本としたまちづくりを展開する
ため、町民が自らまちづくりを行うという機運醸成に取り組みます。 

また、民間の資金とノウハウを活用した手法（PFI）などにより、町有資産の

効果的な利活用を検討します。 
 

② 事業評価と効率化の推進 
職員は、町民の視点に立った行政サービスを提供するため、一人ひとりが柔

軟な発想を持って職務を推進するとともに、事業の目的意識と実績の評価を把

握するために、事業評価の効率化に努めます。 

また、事業のスクラップアンドビルドを行い、引き続き効率的な行政サービ
スの提供に努めていきます。 

 
③ 総合企画力の充実 

本町は、様々な町民ニーズに応えるため、引き続き、国・県・近隣市・民間

団体等との密接な連携協力体制の強化・確立を進めていきます。 

また、地域主権型社会における総合的な企画力の蓄積を活かし、地域の個性
や特徴を活かしたまちづくりを推進します。 

 
④ ＩＣＴを活用した行政の推進 

効率的な行政運営を実現するため、電子自治体の構築に取り組むとともに、
最新の情報通信技術の動向を見据え、行政サービスの利便性の向上と行政事務

の効率化を図ります。 

また、庁内ネットワークの安全で安定的な運用に努め、情報システムのセキ

ュリティ対策を講じるとともに、職員のセキュリティ研修により、個人情報保

護や情報流出の防止に努めます。 
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■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①地力分権型のまちづくりの推進 

行政改革大綱の推進 ○ ○ 

協働のまちづくり ○ ○ 

町有資産の利活用 ○ ○ 

②事業評価と効率化の推進 事業評価システムの拡充 ○ ○ 

③総合企画力の充実 総会的な企画力の蓄積 ○ ○ 

④ＩＣＴを活用した行政の推進 
ICT を活用した行政事務の効率化 ○ ○ 

情報セキュリティ対策の充実 ○ ○ 
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５-４ 健全な財政運営の推進 

■ 現況と課題 

本町は、行政改革に継続して取り組んできました。公共施設の⾧寿命化施策
等将来負担の軽減を図り、健全な財政運営と自主財源の確保に取り組んでいま
す。 

歳入については、本町の根幹収入である税等の適正かつ公平な確保のため、
納付機会の拡充を図るとともに、差し押さえ等の滞納処分を行うなど、徴収事
務の強化推進を行っています。また、地方債の発行額についても、適正な発行
に努めています。その他の収入については、受益者負担の原則に基づく収入の
確保や、国や県からの補助金等の積極的受け入れなどの財源確保を図っていま
す。 

歳出については、３か年実施計画及び中期財政計画等により、歳入に見合う
事業選定を行い予算編成に反映しています。また、町単独補助金については、
廃止統合を含めた事業の見直しを行っており、補助金等の⾧期化を抑制してい
ます。 

国の指針に基づく統一的基準による新地方公会計制度を導入し、本町の財政
状況の透明化及び明確化を推進しています。 

今後、各公共施設の老朽化により大規模な修繕及び改築等が必要となること
から、令和 2 年度より「公共施設等個別計画」に沿って、客観的な指標に基づ
く施設の統廃合を含めた更新事業を計画的に実施しております。また、各種基
金の適正な管理運用により、世代間における行政サービスの公平性を担保する
など、今後加速化する少子高齢化社会に向け、本町の魅力をより発揮できるよ
うさらなる財政運営の健全性が求められています。 

今後、自主財源の確保・強化において、効率的な収納対策を更に検討すると
ともに、収納率などの目標を明確化し、目的意識を持って業務を遂行するなど
の対策が求められます。 

税等については、情報管理のシステムを運用し、納期内納付による自主納付
の強化、口座振替の促進強化及びコンビニエンスストア、地方税共通納税シス
テム(eLTAX)、スマホ決済アプリ(PayB)での納付を行っています。 

 
■ 施策の視点 

 
 
 
 
 
 
 

地方分権、少子高齢社会を考慮し、健全な財政運営と財務規律を高めていきす。 
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■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策の基本的な方向 

① 財源の適切な配分 
３か年実施計画及び中期財政計画の策定に基づいて財源の計画的、重点的な

配分を行い、世代間の公平性を確保していきます。 
実施に当たっては、投資効果・必要性を総合的に勘案の上厳選し、公共施設

等総合管理計画や公共施設個別計画との整合性を図り、財源の適切な配分を行
っていきます。 

 
② 効率的な財政運営の推進 

効率的な財政運営を推進するため、中⾧期財政計画に沿った事業を実施し、
後世に負担のかからない財政運営を進め、健全で効率的な財政運営を継続して
いきます。 

公共施設等の管理運営については、指定管理者制度の活用も考慮しコスト削
減を図ります。 

町単独補助金については、継続して必要性等を検討及び協議し、職員の意識
改革と各団体の自立を促し、町単独補助金の見直しを進めます。 

 
③ 税金等の納付機会の拡充 

多様化する町民の生活様式に対応した収納方式、ネットバンキング収納、モ
バイルバンキング収納における電子納付の導入の検討を進めていきます。 

 
④ 新地方公会計制度の導入 

地方公会計制度に対応した財務書類を分析し、翌年度以降の予算へ反映し、わかり
やすい財政運営状況の公表を進めていきます。 

健全な財政運営の推進 

②効率的な財政運営の推進 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

  

 
④新地方公会計制度の導入 

③税金等の納付機会の拡充 

 

①財源の適切な配分 
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■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①財源の適切な配分 事務事業評価施策の推進 ○ ○ 

②効率的な財政運営の推進 行政事務の合理化 ○ ○ 

③税金等の納付機会の拡充 
収納関連業務の多様化対策 ○ ○ 
ネットバンキング収納、モバイルバンキン
グ収納における電子納付の導入の検討 

○ ○ 

④新地方公会計制度の導入 新地方公会計制度の導入及び活用 ○ ○ 
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５-５ 広域的な交流・連携の推進 

■ 現況と課題 

広域交通ネットワークの発展等により、町民の生活圏や経済圏は既存の行政
区域を越えて広がっており、これに伴い、町民の意識や関心の範囲も広域的と
なり、行政に対する要請も多様化、高度化しています。 

    このような中、本町においては、平成 18 年１月、都城市と合同で「都城・三股広域 
行政推進協議会」を設置し、各機関への要望活動や、住民講座等の事業を実施してい 
ます。 

また都城市との連携事業では、広域的な救急医療体制の確保・充実及びごみ
焼却場の更新等において、各市町における応分の負担を行うことにより、施設
整備の充実に取り組んできました。 

さらに県境を越えた連携事業として、都城市、曽於市及び志布志市の３市１
町で形成される都城広域定住自立圏構想に基づき、広域医療体制の整備や都城
志布志道路の整備促進などの各種取組を進めています。 

    今後は、本格的な少子高齢・人口減少社会の到来等により、財政状況はより厳しく 
なることが予想されることから、広域的視点に立って関係市町と連携することにより、 
町民の生活に必要な機能を維持するとともに、圏域の地域資源を活用して、産業や文 
化の振興を図る必要があります。 

 

 

■ 施策の視点 

 
 
 
 
 

■ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

広域的な交流・連携の推進 

町民の生活に必要な機能の維持と産業文化の振興を図るため、 

広域的な交流・連携を推進します。 

②都城市との連携の推進 S
D
G
ｓ
と
の
関
係 

  

 

③都城広域定住自立圏構想の推進 

 

①都城・三股広域行政の推進 
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■ 施策の基本的な方向 

① 都城・三股広域行政の推進 
地域課題の掘り起こしを積極的に行い、圏域が抱える課題解決を推進するた

め、町⾧や市⾧、町議会議⾧や市議会議⾧、地元選出の県議会議員が一同に会
した懇話会を定期的に開催します。 

また、「都城・三股広域行政推進協議会」を中心に、市町に関わる広域的な課
題について、各関係機関に対する要望活動を継続的に行います。 

 
② 都城市との連携の推進 

本町と都城市の住民は、同じ生活圏・経済圏を有し、常に有機的に連動して
います。広域的に取り組むべき行政需要については、それぞれの市町の負担を
明確にしつつ、消防やごみ処理、救急医療等の各分野における連携を推進し、
住民サービスの更なる向上に努めていきます。 

 
③ 都城広域定住自立圏構想の推進 

都城市、曽於市、志布志市との３市１町で形成される都城広域定住自立圏構
想に基づき、救急医療の充実、産業の振興、観光振興、人材育成と多岐にわた
る分野で、今後県境を越えた幅広い連携を強化し、広域的な視点で住民生活に
必要な行政サービスの提供を推進します。 

 
 

■ 施策の展開 

施策の基本的な方向 取組概要 
計画期間 

前期 後期 

①都城・三股広域行政の推進 広域行政の推進 ○ ○ 

②都城市との連携の推進 消防、ごみ処理、救急医療等の連携 ○ ○ 

③都城広域定住自立圏構想の推進 

住みやすい三股町の実現 ○ ○ 

定住自立圏と連携した産業の振興 ○ ○ 

定住自立圏と連携した観光振興 ○ ○ 
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